
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｊ５－１０２０ 券自動販売機 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ５―１０２０ 全 券自動販売機 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－７２１Ｆ 表示機付き電子計算機等 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

食券自動販売機 切手自動販売機  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

金銭の投入と引き換えに各種の券が取り出せる省力機。 

 

券の性格が商品か否かは原則として問わない。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

硬貨投入口のないいわゆる整理券発行機は除く。（Ｊ４－０） 

乗車券自動販売機は除く。（Ｊ５－１０２１） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

券発行機であっても一般の人ではなく店員等が操作するものは、Ｈ７－７２１に分類する。 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

過去に分類した物品の名称 

公衆電話機用カード自動販売機 飲食代金精算機 カード自動販売機 

   

 

カード自動販売機 
登録 1148262 

 

 

カード販売機 
登録 1149817 

 

 

飲食代金精算機 
登録 1166625 

 

 


